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蒲 監 第 ２４ 号 

令和６年４月２６日 

 

 

請 求 人 様 

 

 

                   蒲郡市監査委員  小 林 憲 三 

 

                   同          尾 﨑 隆 久 

 

                   同        松 本 昌  成 

 

 

蒲郡市職員措置請求に係る監査結果について（通知） 

 

 

 令和６年３月５日付けで提出された標記の請求について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第５項の規定に基づき、監査した結果を下

記のとおり通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

    （省略） 

 

 

 

２ 請求のあった日 

   令和６年３月５日 
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 ３ 請求の内容 

請求人から提出された蒲郡市職員措置請求書による主張事実の要旨及び措置請求

を次のように解した。 

(1) 請求の要旨 

蒲郡市（以下「市」という。）は令和４年９月５日、「塩津地区学校複合施設実

施設計業務委託（令和４年度・令和５年度２か年事業）」（以下「当該実施設計業

務委託」という。）の支出負担行為決議書を決裁し、同日、株式会社新居千秋都市

建築設計と 159,115,000 円の委託契約書を交わした。 

その後令和５年３月１０日、業務委託料の変更協議書を決裁し委託料を

174,130,000 円とした。 

そしてこの業務にかかわって、令和４年９月３０日に 16,600,000 円、令和５

年３月３１日に 43,836,794 円、令和５年７月１０日に 29,600,000 円の支出命令

書を決裁している。その合計金額は 90,036,794 円となる。 

これは、人口減少の中、公共施設の維持・管理・更新費の節減が叫ばれる時、

施設の長寿命化を図ることにより資源、費用の節減の可能性が高いという、各種

の情報を持ちながら、その情報を活かす努力を怠り、不当にも不要な支出を行い、

市に損害を与えた。 

 

(2) 措置請求の内容 

市長に対し、株式会社新居千秋都市建築設計に支払った 90,036,794 円につい

て市に弁済することを勧告することを求める。  

 

 

 ４ 請求の要件審査 

   本件請求については、法第２４２条の規定による所定の要件を具備しているもの

と認めた。 
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第２ 監査の実施 

 １ 監査対象事項 

請求の内容及び陳述並びに請求の要件審査の結果を総合的に判断して、監査対象

事項を次のとおりとした。 

請求人が主張する、施設の長寿命化を図ることにより資源、費用の節減の可能性

が高いという、各種の情報を持ちながら、その情報を活かす努力を怠ったことが、

不当な財務会計上の行為に該当するか否かを監査対象と判断する。 

 

 ２ 監査対象部局 

  総務部資産マネジメント課、教育委員会教育政策課 

 

 ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対し、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和６年３月２６日に証拠

の提出及び陳述の機会を与えた。これに対して、新たな証拠が提出され、請求内容

の補足説明がなされた。 

 

４ 関係人の証拠の提出及び陳述 

本件請求の監査を実施するにあたって、総務部資産マネジメント課及び教育委員

会教育政策課に対し、令和６年４月８日に課長及び関係職員の出席を求めたほか、

弁明書及び証拠書類並びに資料の提出を求め、調査を行った。 

 

 

第３ 監査の結果 

本件請求についての監査の結果は、合議により、次のように決定した。 

（結論） 

本件請求は、これを棄却する。 

以下に、その理由について述べる。 

 

１ 事実関係の確認 

監査の結果、次の事項について確認した。 
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（１）当該実施設計業務委託の実施に至る経緯について 

ア 平成２７年３月に「蒲郡市公共施設白書」を策定し、市の人口推移、財政状

況、公共施設の整備状況、将来の維持更新費用などについて整理するとともに、

公共施設の用途ごとにみた現状と課題や地区別にみた公共施設の現状につい

ての把握をしている。 

イ 平成２７年度には、「蒲郡市公共施設マネジメント基本方針」策定に向けて、

平成２７年５月から６月にかけて行った公共施設のあり方に関するアンケー

ト（市民２，０００名、回答７８３名）を行い、施設の統廃合や縮減による費

用削減など、公共施設マネジメントの取組みに肯定的な回答が７割以上となっ

た。 

また、市内の各種団体の代表者や、公募によって選ばれた市民１５名によっ

て構成された蒲郡市公共施設のあり方検討市民会議を、平成２７年５月から９

月にかけて５回を開催し、１０月には議論の結果をまとめ、①財政状況や社会

情勢の変化を踏まえた身の丈にあった公共施設、②まちの魅力を高めるための

公共施設、③公共施設マネジメントの推進方策の３つの観点から、公共施設の

あり方に関する提言書が市長に提出された。 

これらを踏まえて、平成２８年３月に将来の市における公共施設の運営、維

持管理、更新等について総合的かつ経営的視点を持った公共施設マネジメント

を推進することを目的として「適正化」「効率化」「魅力」「安全性」「実行力」

の５つのキーワードからなる「蒲郡市公共施設マネジメント基本方針」を策定

した。 

ウ 平成２８年度には「蒲郡市公共施設マネジメント実施計画」策定に向けて、

１６歳から３７歳の将来を担う世代の１５名により若者まちづくりミーティ

ングを平成２８年７月から９月にかけて５回開催し、将来の負担軽減、地域で

助け合い子どもを育てるなどの意見が集約され、「若者の意見によるまちづく

りの方向性」としてまとめた。 

また、市内の公共的団体の代表者や学識経験者等１０名により、蒲郡市公 

共施設マネジメント実施計画策定会議が平成２８年７月から１２月にかけて 

４回開催され、目標設定の考え方や施設用途別の方向性、今後の公共施設マネ

ジメントの進め方が議論された。 

これらを踏まえ、平成２９年３月市における公共施設マネジメントの目標
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や施設用途別の方向性、実施体制など、今後の公共施設の整備を進めるため

の方策を示し、公共施設の再編をすすめていくことを目的として「蒲郡市公

共施設マネジメント実施計画」を策定した。 

マネジメントの目標は３０年間を計画期間とし、①建物の更新の際に概ね

３割の床面積を縮減する。②保有床面積の縮減と建物の長寿命化による費用

の平準化により、５２３億円の維持更新費用を縮減するとしている。 

基本的な方針は、地区の住民が主な利用者になる「地区利用型施設」では

学校に「子育て支援機能」、「高齢者向け機能」、「多世代交流機能」、「地域自

治機能」を集約し、多様な活動を行うことができる交流拠点を形成すること

で、コミュニティの維持・活性化を図るとしている。 

また、「地区利用型施設」の進め方としては、地区ごとに具体的な施設再編

の内容を示す「個別計画」を策定していくとし、「個別計画」の策定にあたっ

ては、ワークショップ等の実施により、市民の考え方を取り入れ、協働して

まちづくりを進め、公共施設を含むまちの魅力を向上させるとしている。 

なお、「蒲郡市公共施設マネジメント実施計画」は、令和４年３月に改訂さ

れており、直近のデータの更新により費用の目標値など一部見直されている

が、基本的な方針については堅持している。 

  エ 平成２９年度には「塩津地区個別計画」策定のため、公募により集まった

塩津地区住民の３０名により、塩津地区まちづくりと公共施設の将来を考え

るワークショップが平成２９年７月から平成３０年２月にかけて５回開催

され、公共施設の配置や使い方が議論された。 

また、ワークショップの検討内容を商業施設等でのパネル展示型説明会、

広報がまごおり、かわら版など様々な形で周知、コミュニケーションをとり

ながら、塩津地区の意見を参考にし、平成３０年８月「塩津地区個別計画」

を策定した。 

「塩津地区個別計画」については、「集まりやすい位置に「子育て」と「交

流」の拠点をつくる」をコンセプトとし、塩津小学校の敷地に小学校に加え

て保育園と公民館の機能を集合させ「子育て」と「交流」の拠点をつくる、

塩津保育園と塩津北保育園は統合し低年齢児保育と延長保育が実施可能な規

模の保育園を整備する、児童クラブ機能は小学校敷地に設ける、塩津中学校

は現地で適正規模に改築する、しおつ児童館は現地で長期にわたって利用で
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きるよう適切に維持していくことを再編の主な内容としている。 

これにより期待される効果としては、子育て環境の充実、交流の活性化、

活動の拡大・充実、費用の縮減が図られるとしている。 

オ 「地区個別計画に基づく基本計画書（塩津地区）」策定のため、小学校、保

育園、公民館の所管部署職員と運営実務者で構成する施設関係者協議会を設

置し、平成３１年１月から令和元年１２月にかけて８回開催され、現況施設の

課題や今後の施設整備の方針について検討しその検討内容等を公民館でパネ

ル展示型説明会を行った。また、平成３１年３月施設を集合した近隣自治体の

事例について視察会を行った。 

なお、計画案ができた段階で令和３年５月地元の総代への説明や令和３年６

月、ワークショップの参加者向けに説明会も開催した。 

これらを踏まえて、令和３年８月機能を集合する施設についての建物配置や

管理運営方法を定めた「地区個別計画に基づく基本計画書（塩津地区）」を策

定した。 

 

（２）当該実施設計業務委託契約について 

   当該実施設計業務委託については、「塩津地区個別計画に基づく複合施設建設事

業費」として、179,593,000 円が令和４年３月２３日の令和４年３月市議会定例

会にて予算が可決された。 

令和４年４月に学識経験者４名と副市長、教育長、総務部長で構成される学校複

合施設実施設計業務プロポーザル方式選定委員会を設置し、公募型プロポーザル

方式により、設計者を募集し、６月に書類による一次審査、８月６日に公開プレゼ

ンテーションによる二次審査を行い、優先交渉権者として「株式会社新居千秋都

市建築設計」を選定した。この結果を受け、９月５日に支出負担行為決議書を決裁

し、同日「株式会社新居千秋都市建築設計」と委託契約（契約金額 159,115,000

円、契約期間 令和４年９月６日～令和５年１２月２８日）を締結した。その後、

設計対象施設の床面積を増やすため令和５年３月１０日変更協議書を決裁し、３

月１３日委託変更契約（契約金額 174,130,000 円、契約期間 令和４年９月６日

～令和５年１２月２８日）を締結した。 
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（３）当該実施設計業務委託に係る公金の支出について 

当該実施設計業務委託契約及び委託変更契約に基づき、令和４年１０月１２

日に 16,600,000 円（令和４年９月３０日支出命令書起案及び決裁）、令和５年４

月２８日に 43,836,794 円（令和５年３月３１日支出命令書起案及び決裁）、令和

５年７月２４日に 29,600,000 円（令和５年７月１０日支出命令書起案及び決裁）

の計 90,036,794 円を株式会社新居千秋都市建築設計に支払いをしている。 

           

２ 請求人の主張と監査対象部局（総務部資産マネジメント課、教育委員会教育政策

課）の説明 

   請求人は、施設の長寿命化を図ることにより資源、費用の節減の可能性が高い

という、各種の情報を持ちながら、その情報を活かす努力を怠り、不当にも不要

な支出を行い、市に損害を与えたと主張している。 

これに対し、市は「蒲郡市公共施設マネジメント実施計画（以下「実施計画」

という。）」においても、費用を縮減する手法のひとつとして、長寿命化は有効で

あるとの認識の上で、市の公共施設は高度経済成長期において整備されたものが

多く、仮に全ての施設を長寿命化した場合、直近の費用の縮減につながる一方、

費用の集中を将来に先送りすることになり、公共施設マネジメントの目的のひと

つである持続可能な財政の実現が困難になることを想定しており、実施計画にお

いて、全ての施設を長寿命化するのではなく、建替え時期を調整することで、建

替え時期と費用を平準化することが明記されている。 

また、施設の建替えの時期の決定にあたっては、費用は重要な要素のひとつで

あるが、施設の現状の利用状況や利便性、市民ニーズへの対応など、様々な要素

を総合的に踏まえたうえで、判断するものであると考え、実際に、施設の再配置

内容を定めた「地区個別計画」を策定するにあたって塩津地区で実施した地区住

民のワークショップにおいて、保育サービスの向上、公民館のバリアフリー化、

児童クラブの利便性や安全性など、解決すべき課題について多くの意見を伺って

おり、ハード面を含め、早急な課題解決が必要と判断したもので、長寿命化を行

わないことによって市に損害を与えたとする請求の要旨を否認するものであり、

不当、不要な支出ではない、と説明している。 
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３ 監査委員の判断 

以上の事実関係の確認、請求人提出の蒲郡市職員措置請求書及び意見陳述、監

査対象部局の弁明書及び説明並びに関係資料の調査等を総合して、以下判断につ

いて述べる。張は請求人の推測に基づくものや、請求人の主観により判断され、

違請求人は、施設の長寿命化を図ることにより資源、費用の節減の可能性が高い

という、各種の情報を持ちながら、その情報を活かす努力を怠ったと指摘するが、

当該決定の経緯について見るも、市が所有している公共施設について現状と課題

を整理し、将来の公共施設のあるべき姿を検討するための基礎資料となる「蒲郡

市公共施設白書」の策定を起因に、「蒲郡市公共施設マネジメント基本方針」、「蒲

郡市公共施設マネジメント実施計画」の策定へと続いている。 

その後、地域における具体的な施設再編を検討するため中学校区ごとに事業を

展開し、塩津地区については、「塩津地区個別計画」の策定、そのコンセプトを実

現するために小学校、保育園、公民館及び児童クラブの機能を集合する施設の整

備方法や管理運営方法などを定めた「地区個別計画に基づく基本計画書（塩津地

区）」を策定している。 

なお、塩津地区の各計画の策定にあたっては、それぞれパブリックコメントの

募集を実施しているほか、検討段階においても塩津地区住民を対象としたワーク

ショップやパネル展示型説明会などを実施し、住民の意見や考え方が計画に反映

されている。 

このように、住民協働のもと地域の課題解決を重点に置き、市が施設の長寿命

化に限定せず総合的な要因を考慮して、施設の複合化及び建替えの時期を決定し

たことについて、計画検討の経緯、内容及び情報提供に関する基本姿勢に著しく

有効性や効率性、または合理性を欠くものとは認められない。更に請求人の陳述

時における補足内容も充分検討されていると認識する。 

したがって、施設の整備に係わる当該実施設計業務委託契約の締結、それに基

づく公金の支出が不当、不要であるとは認められず、当該支出により市に損害を

与えたとはいえないため、本件請求には理由がないものと判断し棄却する。 


